
（平成２１年1月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認熊本地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



熊本国民年金 事案 272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年９月から 59 年２月までの期間及び

59 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年１月から 45 年 10 月まで 

             ② 昭和 58 年９月から 59 年２月まで 

             ③ 昭和 59 年９月 

    昭和 43 年１月から 45 年 10 月までの期間については、父が私の国民年金

の加入手続を行い、保険料を納付していた。 

    また、昭和 58 年９月から 59 年２月までの期間及び 59 年９月については、

当初、申請免除であったものの、老後のことを考え、後でまとめて追納し

たので、領収書などの証拠は無いが、申請免除の追納を行っている申立期

間前後の納付状況により、国民年金保険料を納付していたと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ②及び③の申立期間については、申立人は、平成５年３月から７年１月ま

での間に、②及び③の申立期間前後の申請免除期間の国民年金保険料を６回

にわたり追納しており、申立人の主張どおり、追納することができる保険料

をすべて追納していたものと推認され、②及び③の申立期間の保険料が追納

されていないのは不自然である。 

   また、申立人が②及び③の申立期間の国民年金保険料を納付するためにお

金を借りたとする知人の証言と申立人の記憶の内容は、おおむね一致してお

り、申立人の主張に不自然な点は見られない。 

   一方、①の申立期間については、申立人の父親が申立人の国民年金の加入

手続及び国民年金保険料の納付を行ったと主張しているが、申立人の父親が

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）は無く、申立人は国

民年金の加入手続や保険料の納付に関与していない上、申立人の父親は既に



死亡しているため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である

とともに、申立人が保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58 年９月から 59 年２月までの期間及び 59 年９月の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 



熊本国民年金 事案 273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成元年５月から同年 10 月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から同年 10 月まで 

    平成３年の中ごろ、電話で国民年金保険料の納付勧奨があり、納付書を

送ってもらい、１回目に２か月分、２回目に３か月分、３回目に２か月分

の保険料を市役所庁舎内の銀行で納付した。その後、同年 12 月 13 日には

１年分 98,800 円を納付した。申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成元年５月から同年 10 月までの期間については、６か

月と比較的短期間である上、申立人は、20 歳で国民年金に加入して以降、申

立期間を除き、納付書が発行された期間の国民年金保険料をすべて納付して

いるとともに、婚姻した月から義母を国民年金に任意加入させ、その保険料

を 60 歳に達するまで納付するなど、申立人の国民年金保険料の納付意識は高

かったものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間前後において、仕事は順調で生活状況に大きな

変化は無かったとしていることから、国民年金保険料の納付が困難であった

とは考え難く、申立期間のみが未納とされていることは不自然である。 

   一方、申立期間のうち、平成元年４月については、昭和 61 年５月１日に国

民年金第３号被保険者に非該当となり、この処理を社会保険事務所において

平成３年６月 27 日に行っていることが確認できることから、時効により元年

４月の国民年金保険料の納付書は発行されず、国民年金保険料は納付できな

かったものと推認される上、申立人が同年４月の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに国民年金保険料を納付した



ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年５月から同年 10 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



熊本国民年金 事案 274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月 

    昭和 59 年４月に役場で国民年金の加入手続をし、現金で４月分を納付し、

同年５月からは地区の集金人に納付してきた。年金手帳の国民年金の被保

険者となった日である「昭和 59 年４月１日」が削られ、「昭和 59 年５月

23 日」と記載されており、申立期間が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、１か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間以外の

国民年金保険料をすべて納付している上、60 歳から 65 歳まで任意加入する

など申立人の保険料の納付に対する意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立人が所有する年金手帳には、申立てどおり被保険者になった日

が昭和 59 年４月１日と記入された後に、同年５月 23 日と書き換えられた形

跡があり、行政側に不適切な取扱いがあったことが認められる。 

   さらに、申立人は、退職時に職場の事務員から「年金納付が切れないよう

国民年金の加入手続をするように。」と言われて、昭和 59 年４月初めに役場

に行った経緯、役場窓口の状況及び国民年金保険料の納付状況を具体的かつ

鮮明に記憶しており、申立内容に不自然な点は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



熊本国民年金 事案 270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 40 年７月までの期間及び 40 年８月から 46 年

２月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年７月まで 

             ② 昭和 40 年８月から 46 年２月まで 

    ①の申立期間については、夫の仕事の関係でＡ市に居住していたが、実

家の母親がＢ市において私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付していると話していたので、未納とされていることに納得できない。 

    ②の申立期間については、昭和 40 年８月に夫の転勤に伴い、Ａ市からＣ

市に転居したため、実家の母親から、今後は自分で納付するようにと言わ

れ、集金人に自ら現金で国民年金保険料を納付していた。 

    申立期間について、未加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ①の申立期間については、申立人は、申立人の母親が、Ｂ市役所において、

Ａ市に居住していた申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付していたと主張しているが、これを示す関連資料（家計簿等）は無い上、

申立人自身は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与してお

らず、申立人の母親も既に死亡しているため、申立期間における国民年金の

加入状況及び国民年金保険料の納付状況が不明である。 

   ②の申立期間については、申立人自ら集金人に国民年金保険料を納付して

いたと主張しており、このことについて申立人の妹から証言が得られたもの

の、当該期間の国民年金保険料の納付を裏付けるものとは考え難く、ほかに

当該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年３月以降に国民年金の



任意加入として払い出されていたことが推認され、申立人が申立期間当時居

住していたＡ市、Ｃ市及びＤ市が保管する国民年金被保険者名簿によると、

申立人の国民年金被保険者資格取得は、同年３月５日任意加入と記載されて

おり、申立期間は国民年金の未加入期間であることから、国民年金保険料を

納付することができなかったものと考えられるとともに、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年７月から 52 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年７月から 52 年８月まで 

    婦人会の勧めに応じ、昭和 50 年７月ごろから 52 年８月まで地区婦人会

に国民年金保険料を納付し続け、同年７月ごろ、以後婦人会では保険料を

徴収しないと聞き、市役所で納付できるよう手続をしたが、婦人会に保険

料を納付していた期間が国民年金の未加入期間となっていた。 

    婦人会への保険料の納付については、赤い文字で金額を印字した領収書

をもらっていたが、数年前に捨ててしまい現在証拠は無い。しかし、申立

期間に保険料を納付していたことは間違いないので、納付済期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が主張する領収書については、国民年金の保険料徴収を婦人会に委

託したＡ市役所及びこれを受託した婦人会のいずれもが、作成、使用してい

ないと証言している上、同婦人会の保険料徴収の終了時期について、当時の

同婦人会の役員は昭和 59 年までは保険料の徴収を行っていたと証言している

ことから、申立内容には不自然な点が見られる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年 10 月 21 日に払い出さ

れていたことが推認され、申立期間は国民年金の未加入期間であることから

保険料を納付することができなかったものと考えられるとともに、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年１月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年１月から 48 年 12 月まで 

    昭和 42 年 12 月 31 日に事業所を退職し、43 年１月にＡ市役所で国民健

康保険の加入手続と同時に国民年金の加入手続も行った。国民年金保険料

は、集金人に納付した。当該期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年１月 12 日から同年２月８日

までの間に払い出されたと推認され、その時点では、申立期間の大部分は時

効により納付できない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人は、国民年金保険料を集金人に納付したと主張しているが、

集金人の氏名や納付した国民年金保険料額を覚えていないなど、申立期間に

係る保険料の納付状況に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

である。 

   さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 48 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 48 年５月まで 

    会社を退職後、昭和 45 年５月に新たに会社を設立し、同時に国民年金に

加入した。会社は 48 年６月に厚生年金保険の適用を受けたが、申立期間に

ついては、私と従業員の所得税、住民税、国民健康保険料等を給与から天

引きしており、滞納した記憶は無い。天引きした国民年金保険料は、当時

の事務員が払込書で市役所の窓口又は近くの金融機関で納付していたと思

う。 

    当時の事務員は既に死亡しており具体的な納付方法等は分からない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、申立人が設立した会社に勤務する事務員が、申

立人の国民年金保険料を給与から控除し納付していたと主張しているが、当

該事務員が、申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（給与明細書、確定申告書等）は無い上、申立人自身は保険料の納

付に関与しておらず、事務員は既に死亡していることから、保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人の国民年金保険料と一緒に申立人の会社が保険料を納付して

いたとする申立人の元妻も、申立期間は未納となっている上、当時、申立人

の会社に勤務し、申立人と同様に事務員が給与から保険料を控除し納付して

いたとする申立人の弟についても、申立期間は国民年金の未加入期間となっ

ており、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年８月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月から 46 年３月まで 

    国民年金保険料は、町内会による集金で納付していた。当該期間が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがえず、

申立期間は国民年金の未加入期間であることから、申立人は国民年金保険料

を納付することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間について、申立人の妻が国民年金保険料を納

付していたと主張しているが、申立人に係る保険料の納付状況に関する申立

人の妻の記憶は曖昧
あいまい

なため、申立期間の納付状況が不明である。 

   なお、申立人は、昭和 49 年 11 月の国民年金保険料に係る住民会から発行

された「預り証」（仮領収書）を提出しているが、これは、申立人の妻の国

民年金保険料に係るものと考えられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年８月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年８月から同年 10 月まで 

    昭和 50 年９月ごろ、市役所で転入届と国民年金の加入手続を行った。 

    当時は、居住地区において国民年金保険料の集金が行われていたので、

同居していた父が、両親と私の国民年金保険料を一緒に納付した。 

    両親の年金記録が納付済みとなっているのに、私の年金記録が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年 10 月 12 日以降に払い出され

ていると推認され、申立期間の国民年金保険料は時効により納付することが

できないとともに、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿等）が無い上、保険料を納付していたとする申立人の父親は既

に死亡しているため、保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、社会保険庁の記録では、申立期間については、社会保険庁が、平

成３年５月 29 日に、未加入期間であったものを未納期間として追加処理して

おり、申立期間当時は未加入期間であり国民年金保険料を納付することがで

きなかったものと考えられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 61 年３月まで 

    「ねんきん特別便」でのお知らせで、昭和 57 年４月から 61 年３月まで

の期間について、国民年金保険料が未納とされており、社会保険事務所に

記録確認の調査を依頼したが、申立期間については納付の事実が確認でき

ないとの回答をもらった。申立期間当時、私は妻の分と一緒に市役所や婦

人会の方に納付した。私の分だけ未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿の備考欄の記載内容により、申

立人は昭和 56 年度から 60 年度までの期間の国民年金保険料の申請免除の承

認を受けていたことが確認できる上、同名簿では申立人は申立期間直前の 56

年度の保険料を平成２年３月に追納していることから、当時、申立期間は保

険料の申請免除の承認を受けていた期間であり、申立期間当時、市役所や婦

人会の者に妻の分と一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の主

張には不自然な点が見られる。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿では、申立期間直後の昭和 61 年度から

63 年度までの国民年金保険料について申請免除の承認を受けており、平成５

年３月から７年５月までの間に 12 回にわたって、当該期間の国民年金保険料

を追納していることが確認できるものの、申立期間の国民年金保険料を追納

していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿等）が無い上、ほかに保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

   加えて、申立人は、申立期間当時、申立人の妻の分と一緒に国民年金保険



料を納付していたと主張しているが、申立人の妻についても、昭和 56 年度か

ら 63 年度までの期間について国民年金保険料の申請免除の承認を受けており、

平成２年３月から７年５月までの間に 30 回にわたって、当該期間の国民年金

保険料を追納していることがＡ市の国民年金被保険者名簿と社会保険庁の記

録により確認できる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本厚生年金 事案 132 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年７月 21 日から 41 年８月 12 日まで 

    申立期間にＡ社で働いていたことは事実なので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ社に勤務していたことは、申立人が同僚を記憶していたことに

より推認できるが、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書、所得税源泉徴収票等の資料が

無い上、社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立人の氏名の記載は無く、同名簿の整理番号にも欠落は無い。 

   また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元事

業主の所在も不明のため、申立人の厚生年金保険料控除を確認できる人事記

録等の関係資料及び証言を得ることができない上、同社が加入していた健康

保険組合は、保存期間の経過により関係資料はすべて廃棄されているため、

確認できない旨を回答している。 

   さらに、申立人が同僚であったとして名前を挙げた者は、既に死亡又は所

在が不明であることから、厚生年金保険料の控除に関する証言を得ることは

できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 133 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年３月 15 日から 23 年５月１日まで 

    昭和 21 年３月 15 日から 23 年４月 30 日までの厚生年金保険期間につい

て、脱退手当金を受け取った覚えが無いので、厚生年金保険記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 23 年４月 30 日にＡ社を退職しており、申立期間に係る脱

退手当金については、厚生年金保険被保険者資格喪失日から３か月後の同年

７月 27 日に支給決定され、申立人の厚生年金保険被保険者記録に基づき処理

されており、その支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の

申立人が記載されているページ及び前後のページに記載された受給資格者４

人全員が脱退手当金を受給しており、かつ、退職日から３か月以内に脱退手

当金を受給していることから、事業主による代理請求がなされた可能性も否

定できない。 

   さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


